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令和７年１２月２３日判決言渡  

令和７年（行ケ）第１００５６号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和７年１１月１３日 

            判        決 

    5 

      原       告  株 式 会 社 Ｆ Ｌ Ｏ Ｒ ｅ 

       

      同訴訟代理人弁理士  小   牧   佳 緒 里 

      同    鬼   頭   優   希 

    10 

 被       告  株 式 会 社 Ｍ Ｉ Ｃ 

       

      同訴訟代理人弁護士  三   原   研   自 

      同    中   村   智   廣 

      同訴訟代理人弁理士  青   谷   一   雄 15 

            主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

（注）本判決で用いる略語の定義は、本文中で別に定めるほか、次のとおりである。 20 

本件審決 ：特許庁が無効２０２３－８０００８０号事件について令和７年４

月２２日にした審決 

本件特許 ：被告を特許権者とする特許第３９９６４０６号（発明の名称：女

性用衣料） 

本件各発明：本件特許に係る発明の総称。各請求項に係る発明は、請求項の番25 

号に対応して「本件発明１」などという。 
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本件明細書：本件特許に係る明細書及び図面（甲１０） 

甲１公報 ：米国特許第４３２５３７８号公報（甲１） 

甲１発明 ：甲１公報に記載された発明 

甲２公報 ：米国特許第１５３７６８１号公報（甲２） 

甲３公報 ：米国特許第１２４２１１８号公報（甲３） 5 

甲４公報 ：実願平５－５３７６０号（実開平７－２４９１５号）のＣＤ－Ｒ

ＯＭ（甲４） 

第１ 請求  

   本件審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 10 

  本件は、特許無効審判請求に係る不成立審決の取消訴訟であり、争点は、本件

審決の進歩性欠如に係る判断の当否である。 

 １ 特許庁における手続の経緯等 

⑴ 被告は、発明の名称を「女性用衣料」とする発明について、平成１４年２

月２２日、特許出願をし、平成１９年８月１０日、本件特許に係る特許権の15 

設定登録を受けた（請求項の数：５）。 

⑵ 原告は、令和５年１２月１２日、本件特許の請求項１～３、５に係る特許

につき、無効審判を請求し、特許庁は、これを無効２０２３－８０００８０

号事件として審理した。 

⑶ 特許庁は、令和７年４月２２日、上記事件について「本件審判の請求は、20 

成り立たない。」との審決（本件審決）をし、その謄本は、同年５月７日、

原告に送達された。 

⑷ 原告は、同年６月５日、当庁に対し、本件審決の取消しを求める本件訴え

を提起した。 

２ 本件各発明の内容等 25 

⑴ 本件特許の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。 
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 【請求項１】 

   少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも

女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当

該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバス

トの側部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前5 

身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連

結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた

複数の連結部材とを備えたことを特徴とする女性用衣料。 

【請求項２】 

   前記左右の前身頃部材を連結部材によって連結した際に、当該左右の前10 

身頃部材によって移動したバスト部の容積に適応するように、ストレッチ

性のある素材によってカップ部材が構成されていることを特徴とする請求

項１記載の女性用衣料。 

【請求項３】 

前記左右の前身頃部材は、バスト部のトップ及びその周囲を除いて、15 

バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部、及び肩部にかけて設

けられ、当該左右の前身頃部材の上端部が肩紐部材と一体的に形成され

ていることを特徴とする請求項１記載の女性用衣料。 

【請求項４】 

前記女性用衣料は、女性のバスト部からヒップ部を覆うように構成さ20 

れ、当該女性用衣料の股部が、体の前側部分と後側部分とに分離され、

前記体の前側及び後側に分割された股部を互いに連結するとともに、当

該体の前後側に分割された股部の連結幅を調節可能に設けられた複数の

第２の連結部材を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに

記載の女性用衣料。 25 

【請求項５】 
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前記連結部材が、ファスナー又はフックとアイから構成されているこ

とを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の女性用衣料。 

⑵ 本件明細書 

本件明細書の記載は、別紙「特許公報」（甲１０）の【発明の詳細な説明】

及び各図面のとおりである。 5 

３ 本件審決の理由の要旨 

本件審決の理由の要旨は、別紙「本件審決の理由の要旨」のとおりであり、

原告の主張する無効事由（甲１発明に基づく新規性及び進歩性の欠如）に対す

る判断は、概要、次のとおりである。 

 ⑴ 本件発明１と甲１発明とを対比すると、次のとおり実質的な相違点が認め10 

られるから、本件発明１は甲１発明ではない。 

ア 甲１発明 

女性の乳房を覆う女性用スポーツ衣類において、女性の乳房を覆う乳

房係合ポケット１２と、前記乳房係合ポケット１２と独立して変位可能

であり、当該乳房係合ポケット１２にオーバーフィットし、前記乳房の15 

左右の各脇部から乳房の側部を覆った状態で乳房の中央部にかけて設け

られる２つの乳房支持フラップ１３、１４と、前記２つの乳房支持フラ

ップ１３、１４を乳房の中央部近傍で連結するとともに、当該２つの乳

房支持フラップ１３、１４の連結幅を調節可能に設けられた留め具手段

２２とを備えた女性用スポーツ衣類。 20 

   イ 一致点 

     少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも

女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で

当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部から

バストの側部を覆った状態でバストの中央部にかけて設けられる左右の25 

前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの中央部近傍で互いに連
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結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられ

た複数の連結部材とを備えた女性用衣料。 

ウ 相違点 

    前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、

前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中5 

央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバ

ストの中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連

結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材に関し、 

本件発明１は、左右の前身頃部材が「バスト下部」の中央部にかけて

設けられ、連結部材が前記左右の前身頃部材を「バスト下部」の中央部10 

近傍で互いに連結するのに対し、 

甲１発明は、乳房支持フラップ１３、１４が乳房係合ポケット１２に

オーバーフィットし、留め具手段２２におけるバストとの位置関係が

「バスト下部」である特定がない点。 

 ⑵ 本件発明１は、当業者が、甲１発明と、甲２公報、甲３公報、甲４公報の15 

各記載事項（各記載事項は、別紙「本件審決の理由の要旨」第５の２⑵ウ

(ｱ)ｂ、ｃ、(ｲ)のとおりである。以下、順に「甲２記載事項」、「甲３記載

事項」、「甲４記載事項」といい、併せて「甲２記載事項等」という。）に

基づいて容易に発明をすることができたものではない。 

 ⑶ 本件発明２、３、５は、いずれも本件発明１の発明特定事項を全て備える20 

ものであるところ、本件発明１は、当業者が、甲１発明、甲２記載事項等に

基づいて容易に発明をすることができたものではないから、本件発明２、３、

５も同様に、当業者が、甲１発明、甲２記載事項等に基づいて容易に発明を

することができたものではない。 

４ 原告主張の審決取消事由 25 

  甲１発明に基づく本件発明１の進歩性欠如に係る判断の誤り 
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第３ 当事者の主張 

 （原告の主張） 

１ 本件審決の甲１発明の認定及び本件発明１と甲１発明との一致点の認定は認

める。もっとも、本件審決は、甲１発明を極端に矮小化して、本件発明１と

甲１発明との相違点を認定している。 5 

すなわち、甲１公報の図１、２のとおり、本件発明１の出願前に、甲１発

明の乳房支持フラップ１３、１４は乳房係合ポケット１２の手前にて互いに

連結するという構成が開示されており、上記出願前に、乳房係合ポケット１

２（バスト部を覆うカップ部材）とは別に、乳房支持フラップ１３、１４

（左右の前身頃部材）が備えられること、そして、乳房支持フラップ１３、10 

１４（左右の前身頃部材）同士が互いに連結されることという技術的思想が

存在していたのであるから、当業者であれば、設計事項の変更として、左右

の前身頃部材の連結位置を「バスト中央部」から本件発明１の「バスト下部」

にまで到達することは不可能ではなく、むしろ自然に進められることの範疇

である。本件において、左右の前身頃部材を「バスト下部」で互いに連結す15 

ることと、留め具手段２２におけるバストとの位置関係が「バスト下部」で

ある特定がないこと（「バスト中央部」であること）とは、実質的な相違点

になり得ない。 

２ 本件審決は、「『乳房支持フラップ１３、１４』が乳房全体を覆って締め付

けることで、乳房の過度の動きを防ぐものであるから、…女性のバスト等の20 

サイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応するものではな

い。」、「そして仮に、『乳房支持フラップ１３、１４』が乳房全体を覆う

構成からバスト下部を覆う構成に変更した場合、少なくとも乳房を押し付け

る範囲が減ることに伴い、十分に乳房の動きを拘束できなくなり、課題が解

決できなくなることは明らかであるから、このような変更には阻害要因があ25 

るといえる。」とする。 
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しかしながら、甲１公報の記載は「フラップ１３および１４を締め付ける

ことによって生じる内向きの圧力または圧縮力は、乳房の重さによって及ぼ

される下向きの圧力による、いかなる垂直方向の負荷からも独立している。」

などと開示するにとどまり、締め付け位置を限定する記載も、積極的に「バ

スト下部」を排斥する記載もないのであって、積極的に「バスト下部」を排5 

斥しているとする本件審決は、認定の前提を欠く。 

また、甲１公報に、「乳房支持フラップ１３、１４」がバスト全体を覆う

構成であるとする記載はない（図面は飽くまで実施の形態を開示するにすぎ

ない。）。 

したがって、本件審決の阻害要因の有無に係る判断は失当である。 10 

３⑴ 本件審決は、甲２記載事項について、「甲２記載事項の延長部１８、１９

はブラジャーの位置を維持するためのものであるから、…甲２記載事項の延

長部１８、１９は、…甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４をバスト下部

に位置させるように換える動機付けを示唆するものではない。」とするが、

ブラジャーの位置を維持することは、本件発明１のバスト部を覆うカップ部15 

材を通じてカップ部材の内側の乳房の位置に作用することと同視され、甲２

記載事項の延長部１８、１９は甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４に対

応するものであるから、本件審決の判断は失当である。 

⑵ また、本件審決は、甲３記載事項について、「甲３記載事項のタブ状部分

１３は、被覆部分を伸ばしてテープ部材１４を結ぶことでアイレット及びレ20 

ーシングを見えないようにする…ためのものであるから、…甲３記載事項の

タブ状部分１３が、甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４に対応するもの

とはいえず、甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４をバスト下部に位置さ

せるように換える動機付けを示唆するものではない。」とするが、甲３公報

には、「本発明の主な目的は、ブラジャーの胴体部分の調節を可能にするた25 

めに、ブラジャーの背面に配置された手段を提供すること、および調節機能
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を実行するために設けられたアイレットおよびレーシング（ひも）を覆う背

面カバー部分を提供すること」と記載されており、ブラジャーの胴体部分の

調節を可能にすることを通じて、ブラジャーの着用者の体形補正を可能にす

ることを示していることから、本件審決の判断は失当である。 

⑶ さらに、本件審決は、甲４記載事項について、「両者の締め付け位置はそ5 

の課題を解決することに直結するものであるから、甲１発明において、甲４

記載事項を参考にしても、留め具手段２２を、本件発明１の、上記相違点に

係る位置とすることに、想到し得たものとはいえない。」とするが、甲４公

報に、「そこで、この考案は、一時期の急激な体型の変化にも十分対応でき、

且つ着用感に優れたファンデーションを提供することを課題とする。」との10 

記載があることからすると、甲４記載事項は、着用者の体形補正を目的とす

ることに相違ない。加えて、甲２記載事項の延長部１８、１９、甲３記載事

項のタブ状部分１３は、いずれも本件発明１、甲１発明及び甲４記載事項の

出願前に既に公知の構成である。 

そうすると、当業者であれば、甲１発明において、甲２記載事項の延長部15 

１８、１９、甲３記載事項のタブ状部分１３の構成、甲４記載事項を参考に

すると、留め具手段２２を、本件発明１と甲１発明の相違点に係る位置とす

ることは容易に想到し得たものであり、本件において、阻害要因があるとも

いえない。 

４ 以上のとおり、本件発明１の進歩性欠如に係る本件審決の判断は失当であり、20 

従属請求項である本件発明２、３、５の進歩性欠如に係る本件審決の判断も失

当である。 

 （被告の主張） 

１ 甲１発明は、「スポーツ衣料」として「身体活動、特にジョギングに従事す

るときに使用」するものであり、「過度の乳房の運動を阻害し、擦れによって25 

引き起こされる刺激を実質的に排除する、…衣料を提供すること」を目的の一
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つとするのであって、「女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の

女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイ

ズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性

用衣料を低コストにて提供すること」を目的とする本件発明１とは、解決すべ

き技術的課題を全く異にする。 5 

また、甲１発明は、課題の解決手段として、乳房支持フラップ１３、１４が、

乳房係合ポケット１２を「オーバーフィット」、すなわち、乳房係合ポケット

１２の表面全体を覆うように配置され、その上で、フラップが乳房に対して

「過剰かつ有害な乳房の動きを拘束するための内側に向けられた圧力を提供」

するものであり、この圧力を提供するためには、乳房支持フラップ１３、１４10 

を「バスト下部」ではなく「バストの中央部」、すなわち、バストトップを含

む位置で締め付ける必要があるのであって、「バスト下部」からの締め付けで

は、甲１発明の課題を解決することはできない。 

左右の前身頃部材の締め付け位置を「バスト中央部」から本件発明１の「バ

スト下部」に変更することを、自然に進められることの範疇にあるとも、設計15 

事項の変更であるともいうことはできず、本件審決における本件発明１と甲１

発明との相違点の認定に誤りはない。 

２ 甲１発明には、本件審決が認定したとおりの阻害要因がある。 

原告は、甲１公報には、締め付け位置を限定する記載も、積極的に「バスト

下部」を排斥する記載もなく、本件審決の認定は前提を欠く旨の主張をするが、20 

甲１公報には、「締め付けられたフラップは、胴体に対して実質的に固定され

た位置にあり」、乳房支持フラップ１３、１４が、乳房受けポケットをオーバ

ーフィットする位置、すなわち乳房受けポケットと同じ位置で締め付けられる

ことが記載され、この「胴体に対して実質的に固定された位置」は、甲１公報

の「フラップ１４の端部２５にある…テーパー部２０がループ２１を通ってさ25 

らに引っ張られ、または締め付けられ…ると、内向きの圧力または圧縮力が生
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じ、図６に示されるように、乳房を胸に向かって、そしていくらか互いに向か

って押しつける。」位置、すなわち「バスト中央部」であることが明記されて

いる。 

そもそも、乳房支持フラップ１３、１４の締め付け位置を「バスト下部」に

変更した場合、「過度の乳房の運動を阻害し、」という甲１発明の目的が達成5 

されないことは明らかであって、原告の上記主張はいずれも失当である。 

原告は、甲１公報に、「乳房支持フラップ１３、１４」がバスト全体を覆う

構成であるとする記載はない旨の主張もするが、甲１公報には、「フラップは、

乳房受けポケットをオーバーフィットし、」と記載されており、乳房支持フラ

ップ１３、１４がバスト全体を覆う構成であることが明記されている。 10 

３ 原告は、当業者であれば、甲１発明において、甲２記載事項等を参考にする

と、留め具手段２２を、本件発明１の相違点に係る位置とすることは容易に想

到し得た旨の主張をする。 

しかしながら、原告の「ブラジャーの位置を維持することは、本件発明１の

バスト部を覆うカップ部材を通じてカップ部材の内側の乳房の位置に作用する15 

ことと同視される」との主張は、甲２記載事項にない「バスト部を覆うカップ

部材」を登場させている点において飛躍があり、「ブラジャーの位置を維持す

る」との記載を拡大解釈するもので不当である。 

また、原告は、甲３記載事項について、これがブラジャーの着用者の体形補

正を可能にすることを示している旨の主張をするが、甲３記載事項は、甲１発20 

明の乳房支持フラップ１３、１４を「バスト下部」に位置させるように換える

動機付けを示唆するものではない。 

さらに、原告は、甲４記載事項について、着用者の体形補正を目的とするこ

とに相違ない旨の主張もするが、そうであるからといって、本件発明１と甲１

発明の課題は異なるものであるし、本件発明１と甲１発明の締め付け位置は、25 

それぞれの課題を解決することに直結するものであるから、甲１発明において、
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甲４記載事項を参考にしても、留め具手段２２を、本件発明１の相違点に係る

位置とすることに容易に想到し得たとはいえない。 

 ４ 本件発明２、３、５は、本件発明１に従属する発明であり、本件発明１と同

様に、甲１発明、甲２記載事項等に基づいて当業者が容易に想到することがで

きたものではない。 5 

５ 以上のとおり、本件審決の判断に誤りはない。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 本件各発明の内容 

⑴ 甲１０によれば、本件明細書には、本件各発明について、次のとおりの記

載があることが認められる（以下、【】は本件明細書の段落番号を、【図】10 

は本件明細書の図面を、それぞれ示す。）。 

   ア 技術分野 

本件各発明は、ブラジャーやボディスーツ、キャミソール、レオター

ド、ワンピースタイプの水着等の女性用衣料に関するものである（【０

００１】）。 15 

イ 従来技術 

従来、この種のブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料は、バスト

やウエスト、あるいはヒップなどの形を整えたり、プロポーションを美

しく見せるために、女性のバスト等のサイズや形に応じて、各種サイズ

やカップのものが製造されている。これらブラジャーやボディスーツ等20 

の女性用衣料は、女性のバスト等のサイズや形に対応することにより、

着用感を高めるのは勿論のこと、バストアップ効果等の補正機能を持た

せることが求められている（【０００２】）。 

   ウ 発明が解決しようとする課題 

しかしながら、従来技術では、上記ブラジャーやボディスーツ等の女25 

性用衣料の場合には、女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストア
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ップ等の補正機能に対応するため、各種のバストのサイズや形などに応

じて、多種多様の女性用衣料を製造する必要があるため、大幅にコスト

がかかるという問題点を有していた（【０００５】【０００６】）。 

また、従来技術は、女性のバストのサイズや形などは千差万別であり、

女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を用意5 

したとしても、十分満足のいく着用感や求める補正機能などを得ること

が困難であるという問題点を有していた（【０００７】）。 

本件各発明は、上記従来技術の問題点を解決するためにされたもので

あり、その目的とするところは、女性のバストのサイズや形などに応じ

て、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する10 

女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能など

に対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することにある

（【０００８】）。 

エ 課題を解決するための手段 

本件発明１は、請求項１記載の構成を有し、女性のバスト部を覆うカ15 

ップ部材の表面側に、左右の前身頃部材を配置し、前記左右の前身頃部

材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前

身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすることによ

り、左右のバストの引き寄せ効果を高めるように構成したものである

（【０００９】【００１０】）。 20 

オ 発明の実施の形態、発明の効果 

  【図４】はこの発明の実施の形態２を示すものであり、この実施形態に

係るブラジャー２１では、従来のブラジャーと同様に女性の体のバスト部

を覆うカップ部材２２を備えており、また、カップ部材２２の表面側に配

置され、前記バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部にかけて設25 

けられる左右の前身頃部材としての左右の上部パネル２６ｂ、２６ｂ（な
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お、【図４】【図９】の「２６」、「２６ａ」は、いずれも「２６ｂ」の

誤記と認められる。）、左右の上部パネル２６ｂ、２６ｂをバスト下部の

中央部近傍で互いに連結するとともに、その連結幅を調節可能に設けられ

た複数の連結部材２７を備えている。この複数の連結部材２７としては、

【図９】に示すように、フックとアイからなるものの他、２段等の複数段5 

のファスナーや、帽子の後ろの部分に使用されるような連結幅を調節可能

なワンタッチ具などが用いられる（【００３３】【００３４】【００３６】

【００３８】）。 

【図４】 

  10 

【図９】 
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このように構成することにより、女性のバストのサイズや形などに応じて、

多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバス

ト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが

可能な女性用衣料を低コストにて提供することができる（【００３９】【００

４３】）。 5 

 ２ 甲１発明に基づく本件発明１の進歩性の有無 

  ⑴ 甲１発明の内容 

甲１公報の記載は、別紙「甲第１号証」及び「甲第１号証の２」のとおり

であり、これらの記載及び弁論の全趣旨によれば、甲１発明は、本件審決の

認定のとおり認められる。 10 

⑵ 本件発明１と甲１発明との対比 

証拠（甲１）及び弁論の全趣旨によれば、本件発明１と甲１発明との一致

点及び相違点は、本件審決の認定のとおりであり、本件発明１と甲１発明に

は、次の相違点が存在することが認められる。 

（相違点） 15 

前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前

記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中央部

にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの

中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調

節可能に設けられた複数の連結部材に関し、本件発明１は、左右の前身頃部20 

材が「バスト下部」の中央部にかけて設けられ、連結部材が前記左右の前身

頃部材を「バスト下部」の中央部近傍で互いに連結するのに対し、甲１発明

は、乳房支持フラップ１３、１４が乳房係合ポケット１２にオーバーフィッ

トし、留め具手段２２におけるバストとの位置関係が「バスト下部」である

特定がない点。 25 

⑶ 相違点の容易想到性 
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   ア 本件明細書の記載によれば、本件発明１は、「女性のバストのサイズや

形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人

差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正

機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供すること」

を課題とし、この課題を解決するための手段として、「女性のバスト部を5 

覆うカップ部材の表面側に、左右の前身頃部材を配置し、前記左右の前身

頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の

前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすることによ

り、左右のバストの引き寄せ効果を高めるように構成」するものであるこ

とが認められ、そうすると、本件発明１の「左右の前身頃部材をバスト下10 

部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結

幅を、複数の連結部材によって調節可能」とすることによる技術的意義は、

左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結して、左右の前

身頃部材の連結幅を調節することにより、左右のバストを引き寄せるとと

もに、左右のバストを下側から上側に持ち上げることを可能にし、女性の15 

バスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応す

ることが可能な女性用衣料を低コストにて提供することにあるといえる。 

イ 他方、甲１公報及び弁論の全趣旨によれば、甲１発明は、運動に従事す

る女性は、乳房の動きによって、胸と乳首を衣服に擦り付けるなどして痛

みや不快感が引き起こされることを課題とし、これを、乳房支持フラップ20 

１３、１４を乳房係合ポケット１２にオーバーフィットするよう配置し、

乳房支持フラップ１３、１４が乳房全体を覆って締め付け、留め具手段２

２により乳房支持フラップ１３、１４を連結して内向きの圧力を提供する

ことにより解決するものであると認められる。そうすると、乳房支持フラ

ップ１３、１４を乳房係合ポケット１２にオーバーフィットするよう配置25 

し、乳房支持フラップ１３、１４が乳房全体を覆って締め付け、留め具手
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段２２により乳房支持フラップ１３、１４を連結することによる技術的意

義は、これにより、乳房に対して内向きの圧力を提供し、運動に従事する

女性の乳房の過度の動きを防止することにあり、上記の構成により、女性

のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応

することにあるということはできない。 5 

この点、原告は、甲１公報には、甲１発明の乳房支持フラップ１３、１

４が乳房全体を覆う構成であるとする記載はない旨の主張をするが、甲１

公報に「オーバーフィット」との記載があることに加え、上記の甲１発明

の課題解決手段、技術的意義からみると、甲１発明の乳房支持フラップ１

３、１４は乳房全体を覆う構成であると認められ、原告の上記主張は採用10 

できない。 

ウ そうすると、甲１発明の、乳房支持フラップ１３、１４を乳房係合ポケ

ット１２にオーバーフィットする構成は、本件発明１の課題とは異なる甲

１発明の課題を解決するためものであると認められ、本件発明１の出願当

時、乳房支持フラップ１３、１４の締め付け位置をバスト下部にし、バス15 

ト下部を覆う構成に変更する動機付けがあったということはできない。の

みならず、このような構成に変更した場合、乳房支持フラップ１３、１４

が乳房を締め付け、これに対して内向きの圧力を提供する範囲が減少し、

運動に従事する女性の乳房の過度の動きを防止するという課題を解決する

ことができなくなるのであるから、上記の変更には阻害要因があるといえ20 

る。 

  ⑷ その余の原告の主張に対する判断 

ア 原告は、当業者であれば、設計事項の変更として、容易に、甲１発明の

左右の前身頃部材の連結位置を「バスト下部」とすることができるのであ

るから、左右の前身頃部材を「バスト下部」で互いに連結することと、留25 

め具手段２２におけるバストとの位置関係が「バスト下部」である特定が
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ないことは、実質的な相違点となり得ない旨の主張をする。 

  しかしながら、前記⑶ウのとおり、そもそも、甲１発明の左右の前身頃

部材の連結位置を「バスト下部」とすることには阻害要因があるというべ

きである。原告の主張は、前提を欠くもので、採用できない。 

イ 原告は、当業者であれば、甲１発明において、甲２記載事項の延長部１5 

８、１９、甲３記載事項のタブ状部分１３の構成、甲４記載事項を参考に

すると、留め具手段２２を、本件発明１と甲１発明の相違点に係る位置と

することは容易に想到し得た旨の主張をする。しかしながら、甲１発明の

乳房支持フラップ１３、１４の締め付け位置を「バスト下部」に変更する

ことについて阻害要因があることは、前記のとおりである。 10 

また、甲２記載事項の延長部１８、１９は、ブラジャーの位置を維持

することを、甲３記載事項のタブ状部分１３は、背面被覆部分１１の一

部として、ブラジャー背面のアイレット及びレーシングを見えないよう

に背面被覆部分の背中部分１２が覆いかぶさるようにするとともに、背

面被覆部分をタブ状部分１３の端部に接続されたテープ部材に結ぶこと15 

により、着用者の背中を圧迫し、その部分の肉の膨らみを滑らかにする

ことを、それぞれ目的とするもので、甲１発明の乳房支持フラップ１３、

１４とは作用、効果が異なるのであり、いずれも甲１発明の乳房支持フ

ラップ１３、１４の締め付け位置をバスト下部に変更する動機付けを示

唆するものではない。 20 

さらに、甲４記載事項は、ブラジャー前部１及びその下方に連続する

上腹密着部２と、背開き用係止布部３とが伸縮布地により一体に形成さ

れ、ブラジャー前部１及び上腹密着部２の左右脇部分に連接された、伸

縮率の小さい伸縮布地を用いた補正用前布５の係止用他端部に設けたフ

ック６ａとアイ６ｂとを係止させることにより、ブラジャー前部１と上25 

腹密着部２と、バスト及びアンダーバストから上腹部に連続する部分と
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の密着度を調整し、体を無理なく締め付けて体形を補正する事項に関す

るもので、甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４とは作用、効果が異

なるのであり、甲４記載事項についても、甲１発明の乳房支持フラップ

１３、１４の締め付け位置をバスト下部に変更する動機付けを示唆する

ものではない。 5 

   ウ その他、原告が縷々主張するところを考慮しても、以上の判断は左右さ

れない。 

  ⑸ 小括 

したがって、相違点に係る甲１発明の構成を本件発明１の構成に変更する

ことは、甲２記載事項等を参考にしたとしても、当業者が容易に想到し得た10 

ということはできないから、本件発明１は、甲１発明に基づいて当業者が容

易に発明をすることができたということはできない。 

３ 本件発明２、３、５について 

本件発明１は、甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた

とはいえないから、その従属請求項に係る発明である本件発明２、３、５につ15 

いても、本件発明１と同様に、甲１発明、甲２記載事項等に基づいて当業者が

容易に発明をすることができたものとはいえない。 

４ 結論 

以上によれば、本件審決の進歩性欠如に係る判断に誤りはなく、原告の主張

する審決取消事由は認められず、原告の請求は理由がない。 20 

よって、主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第２部 

 

 

          裁判長裁判官                     25 

 森   冨   義   明 
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             裁判官                     

 菊   池   絵   理 

 5 

 

             裁判官                     

 頼       晋   一 
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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも女性のバスト部

を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置さ

れ、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバスト下部の中央部に

かけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍

で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数

の連結部材とを備えたことを特徴とする女性用衣料。

【請求項２】

　前記左右の前身頃部材を連結部材によって連結した際に、当該左右の前身頃部材によっ

て移動したバスト部の容積に適応するように、ストレッチ性のある素材によってカップ部

材が構成されていることを特徴とする請求項１記載の女性用衣料。

【請求項３】

前記左右の前身頃部材は、バスト部のトップ及びその周囲を除いて、バスト部の左右の各

脇部からバスト下部の中央部、及び肩部にかけて設けられ、当該左右の前身頃部材の上端

部が肩紐部材と一体的に形成されていることを特徴とする請求項１記載の女性用衣料。

【請求項４】

前記女性用衣料は、女性のバスト部からヒップ部を覆うように構成され、当該女性用衣料

の股部が、体の前側部分と後側部分とに分離され、前記体の前側及び後側に分割された股

部を互いに連結するとともに、当該体の前後側に分割された股部の連結幅を調節可能に設

10

20
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20
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け ら れ た 複 数 の 第 ２ の 連 結 部 材 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記

載 の 女 性 用 衣 料 。

【 請 求 項 ５ 】

前 記 連 結 部 材 が 、 フ ァ ス ナ ー 又 は フ ッ ク と ア イ か ら 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求

項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 女 性 用 衣 料 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 ０ ０ ０ １ 】

【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】

こ の 発 明 は 、 ブ ラ ジ ャ ー や ボ デ ィ ス ー ツ 、 キ ャ ミ ソ ー ル 、 レ オ タ ー ド 、 ワ ン ピ ー ス タ イ プ

の 水 着 等 の 女 性 用 衣 料 に 関 す る も の で あ る 。

【 ０ ０ ０ ２ 】

【 従 来 の 技 術 】

従 来 、 こ の 種 の ブ ラ ジ ャ ー や ボ デ ィ ス ー ツ 等 の 女 性 用 衣 料 は 、 バ ス ト や ウ エ ス ト 、 あ る い

は ヒ ッ プ な ど の 形 を 整 え た り 、 プ ロ ポ ー シ ョ ン を 美 し く 見 せ る た め 　 に 、 女 性 の バ ス ト 等

の サ イ ズ や 形 に 応 じ て 、 各 種 サ イ ズ や カ ッ プ の も の が 製 造 さ れ て い る 。 こ れ ら ブ ラ ジ ャ ー

や ボ デ ィ ス ー ツ 等 の 女 性 用 衣 料 は 、 女 性 の バ ス ト 等 の サ イ ズ や 形 に 対 応 す る こ と に よ り 、

着 用 感 を 高 め る の は 勿 論 の こ と 、 バ ス ト ア ッ プ 効 果 等 の 補 正 機 能 を 持 た せ る こ と が 求 め ら

れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

と こ ろ で 、 上 記 ブ ラ ジ ャ ー や ボ デ ィ ス ー ツ 等 の 女 性 用 衣 料 は 、 例 え ば 、 ブ ラ ジ ャ ー 等 の 表

面 側 及 び 裏 面 側 を 構 成 す る 布 片 等 の 各 素 材 を 、 バ ス ト の 外 形 に 略 沿 っ た 形 状 に そ れ ぞ れ 裁

断 （ カ ッ ト ） す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 所 定 の 形 状 に モ ー ル ド 成 型 し た バ ス ト パ ッ ド を

使 用 し 、 こ れ ら の ブ ラ ジ ャ ー 等 の 表 面 側 及 び 裏 面 側 を 構 成 す る 布 片 と バ ス ト パ ッ ド と を 積

層 し た 状 態 で 、 上 端 縁 及 び 下 端 縁 に バ イ ヤ ス テ ー プ を 縫 着 す る と と も に 、 被 覆 さ れ た ワ イ

ヤ ー ボ ー ン を 、 バ ス ト カ ッ プ 部 の 下 端 縁 等 に 沿 っ て 縫 着 す る こ と に よ っ て 構 成 さ れ て い る

。

【 ０ ０ ０ ４ 】

そ の 際 、 上 記 ブ ラ ジ ャ ー 等 の 女 性 用 衣 料 を 構 成 す る 表 面 側 の 布 片 な ど は 、 バ イ ヤ ス テ ー プ

や ワ イ ヤ ー ボ ー ン と と も に 、 バ ス ト パ ッ ド を 介 し て 裏 面 側 を 構 成 す る 布 片 と 一 体 的 に 縫 着

さ れ て 、 バ ス ト カ ッ プ 部 の 形 状 な ど を 所 定 の 形 状 に 仕 上 げ る よ う に 構 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ５ 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

し か し な が ら 、 上 記 従 来 技 術 の 場 合 に は 、 次 の よ う な 問 題 点 を 有 し て い る 。 す な わ ち 、 上

記 従 来 の ブ ラ ジ ャ ー や ボ デ ィ ス ー ツ 等 の 女 性 用 衣 料 は 、 ブ ラ ジ ャ ー 等 の 表 面 側 及 び 裏 面 側

を 構 成 す る 布 片 等 の 各 素 材 を 、 バ ス ト の 外 形 に 略 沿 っ た 形 状 に そ れ ぞ れ 裁 断 （ カ ッ ト ） す

る と と も に 、 バ ス ト パ ッ ド を 所 定 の 形 状 に モ ー ル ド 成 型 し 、 こ れ ら の ブ ラ ジ ャ ー 等 の 表 面

側 及 び 裏 面 側 を 構 成 す る 布 片 と バ ス ト パ ッ ド と を 積 層 し た 状 態 で 、 上 端 縁 及 び 下 端 縁 に バ

イ ヤ ス テ ー プ を 縫 着 す る と と も 　 に 、 被 覆 さ れ た ワ イ ヤ ー ボ ー ン を 、 バ ス ト カ ッ プ 部 の 下

端 縁 に 沿 っ て 縫 着 す る こ と に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ６ 】

そ の た め 、 上 記 ブ ラ ジ ャ ー や ボ デ ィ ス ー ツ 等 の 女 性 用 衣 料 の 場 合 に は 、 女 性 の バ ス ト 等 の

サ イ ズ や 形 、 あ る い は バ ス ト ア ッ プ 等 の 補 正 機 能 に 対 応 す る た め 、 各 種 の バ ス ト の サ イ ズ

や 形 に 応 じ て 素 材 を 裁 断 （ カ ッ ト ） し た り 、 バ ス ト パ ッ ド を モ ー ル ド 成 型 し 、 こ れ ら の 素

材 を バ ス ト パ ッ ド 等 と と も に 縫 製 し な け れ ば な ら 　 ず 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ や 形 な ど に

応 じ て 、 多 種 多 様 の 女 性 用 衣 料 を 製 造 す る 必 要 が あ る た め 、 大 幅 に コ ス ト が か か る と い う

問 題 点 を 有 し て い た 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

ま た 、 た と え 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ や 形 な ど に 応 じ て 、 多 種 多 様 の 女 性 用 衣 料 を 用 意 し

た と し て も 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ や 形 な ど は 、 一 人 一 人 異 な る く ら い 、 千 差 万 別 で あ り

、 ブ ラ ジ ャ ー や ボ デ ィ ス ー ツ 等 の 女 性 用 衣 料 を 着 用 す る 女 性 に 、 満 足 の い く 程 度 に フ ィ ッ
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ト さ せ る こ と は 困 難 で あ り 、 十 分 満 足 の い く 着 用 感 や 求 め る 補 正 機 能 な ど を 得 る こ と が 困

難 で あ る と い う 問 題 点 を 有 し て い た 。

【 ０ ０ ０ ８ 】

そ こ で 、 こ の 発 明 は 、 上 記 従 来 技 術 の 問 題 点 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で あ り 、 そ の

目 的 と す る と こ ろ は 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ や 形 な ど に 応 じ て 、 多 種 多 様 の 女 性 用 衣 料 を

個 々 に 用 意 す る こ と な く 、 個 人 差 を 有 す る 女 性 の バ ス ト 等 の サ イ ズ や 形 、 あ る い は バ ス ト

ア ッ プ 等 の 補 正 機 能 な ど に 対 応 す る こ と が 可 能 な 女 性 用 衣 料 を 低 コ ス ト に て 提 供 す る こ と

に あ る 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

　 す な わ ち 、 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 発 明 は 、 少 な く と も 女 性 の バ ス ト 部 を 覆 う 女 性 用 衣 料

に お い て 、 前 記 少 な く と も 女 性 の バ ス ト 部 を 覆 う カ ッ プ 部 材 と 、 前 記 カ ッ プ 部 材 と 分 離 し

た 状 態 で 当 該 カ ッ プ 部 材 の 表 面 側 に 配 置 さ れ 、 前 記 バ ス ト 部 の 左 右 の 各 脇 部 か ら バ ス ト の

側 部 を 覆 っ た 状 態 で バ ス ト 下 部 の 中 央 部 に か け て 設 け ら れ る 左 右 の 前 身 頃 部 材 と 、 前 記 左

右 の 前 身 頃 部 材 を バ ス ト 下 部 の 中 央 部 近 傍 で 互 い に 連 結 す る と と も に 、 当 該 左 右 の 前 身 頃

部 材 の 連 結 幅 を 調 節 可 能 に 設 け ら れ た 複 数 の 連 結 部 材 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 女 性 用

衣 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ０ 】

こ の 発 明 は 、 基 本 的 に 、 上 記 の 如 く 、 女 性 の バ ス ト 部 を 覆 う カ ッ プ 部 材 の 表 面 側 に 、 左 右

の 前 身 頃 部 材 を 配 置 し 、 前 記 左 右 の 前 身 頃 部 材 を バ ス ト 下 部 の 中 央 部 近 傍 で 互 い に 連 結 す

る と と も に 、 当 該 左 右 の 前 身 頃 部 材 の 連 結 幅 を 、 複 数 の 連 結 部 材 に よ っ て 調 節 可 能 と す る

こ と に よ り 、 左 右 の バ ス ト の 引 き 寄 せ 効 果 を 高 め る よ う に 構 成 し た も の で あ る 。

【 ０ ０ １ １ 】

通 常 の ブ ラ ジ ャ ー 等 の 女 性 用 衣 料 は 、 図 １ １ に 細 線 で 示 す よ う に 、 一 体 的 に 縫 製 さ れ た バ

ス ト カ ッ プ ▲ １ ▼ と 身 頃 ▲ ３ ▼ と か ら 構 成 さ れ て い る の に 対 し て 、 本 発 明 の ブ ラ ジ ャ ー 等

の 女 性 用 衣 料 は 、 カ ッ プ 部 材 の 表 面 側 に 、 左 右 に 分 割 さ れ た 前 身 頃 部 材 を 配 置 し 、 こ れ ら

左 右 の 前 身 頃 部 材 を 連 結 し た 周 囲 長 は 、 少 な く と も 従 来 の ブ ラ ジ ャ ー の バ ス ト カ ッ プ と 身

頃 と を 合 わ せ た 周 囲 長 （ 実 質 的 に は 、 乳 房 領 域 と フ ロ ン ト 部 の 範 囲 に て ） よ り も 、 図 １ １

の Ａ に 示 す よ う に 、 １ ｃ ｍ ～ ５ ｃ ｍ 短 く 設 計 さ れ て い る 。 そ の 結 果 、 本 発 明 の ブ ラ ジ ャ ー

等 の 女 性 用 衣 料 は 、 図 １ １ の Ａ に 示 す よ う に 、 通 常 の ブ ラ ジ ャ ー 等 よ り 図 中 の Ａ の 範 囲 だ

け 短 く デ ザ イ ン さ れ た 左 右 の 前 身 頃 部 材 （ コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル ） ▲ ２ ▼ を 、 図 示 し な い 所

定 の 連 結 部 材 に よ っ て 連 結 す る こ と に よ り 、 人 体 乳 房 の 乳 頭 間 の ス ペ ー ス Ｂ を 、 こ れ よ り

狭 い Ａ ＇ に す る こ と に よ り 、 左 右 の バ ス ト の 引 き 寄 せ 効 果 を 高 め る も の で あ る 。

【 ０ ０ １ ２ 】

こ の よ う に 、 本 発 明 の ブ ラ ジ ャ ー 等 の 女 性 用 衣 料 に お い て は 、 左 右 の バ ス ト を 内 側 に 引 き

寄 せ る た め 、 こ れ ら 左 右 の バ ス ト を 内 側 に 引 き 寄 せ た 場 合 で も 、 バ ス ト カ ッ プ の セ ン タ ー

部 又 は フ ロ ン ト 部 に 皺 が 寄 っ た り す る の を 防 止 す る た め 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 カ ッ プ 部

の セ ン タ ー 部 ▲ ３ ▼ 又 は フ ロ ン ト 部 を ス ト レ ッ チ 性 の あ る 素 材 に よ っ て 構 成 す る こ と に よ

り 、 左 右 の 前 身 頃 部 材 （ コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル ） に よ る 乳 頭 間 の 収 縮 に 対 応 で き る よ う に 設

計 を す る の が 望 ま し い 。

【 ０ ０ １ ３ 】

ま た 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 左 右 の 前 身 頃 部 材 （ コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル ） に コ ン ト ロ ー ル 力

を 高 め る た め に 、 ▲ １ ▼ 左 右 の 前 身 頃 部 材 を 二 重 又 は 三 重 構 造 に し 、 引 き 寄 せ ら れ た バ ス

ト が カ ッ プ 部 か ら 膨 出 し て 、 乳 房 の シ ル エ ッ ト に 段 差 を 生 じ な い シ ー ト 芯 体 を 構 成 し た り

、 ▲ ２ ▼ 又 は 伸 張 力 を 数 段 階 に デ ザ イ ン し 、 押 さ え る べ き と こ ろ は よ り ハ ー ド に 、 又 乳 房

シ ル エ ッ ト に 段 差 を 生 じ る エ ッ ジ は よ り ソ フ ト に デ ザ イ ン し た り 、 ▲ ３ ▼ 又 は 通 常 の ブ ラ

ジ ャ ー 等 と 同 様 に 構 成 し て も よ い カ ッ プ 部 を フ レ キ シ ブ ル に デ ザ イ ン す る 反 面 、 左 右 の 前

身 頃 部 材 （ コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル ） は 、 ア ン ス ト レ ッ チ に デ ザ イ ン し た り 等 す る の が 望 ま し

い 。 更 に は 、 左 右 の 前 身 頃 部 材 （ コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル ） の 連 結 部 材 に ア ジ ャ ー ス ト 量 を 大

き く デ ザ イ ン し 、 バ ス ト の 引 き 寄 せ 量 を 拡 大 又 は 調 整 を 容 易 に す る の が 望 ま し い 。
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【 ０ ０ １ ４ 】

人 体 の 乳 房 の 形 状 は 、 図 １ ４ に 鎖 線 で 示 す ▲ １ ▼ ベ ル 状 体 や 、 図 １ ４ に 細 い 実 線 で 示 す ▲

２ ▼ 半 球 体 、 あ る い は 図 １ ４ に 太 い 実 線 で 示 す ▲ ３ ▼ 椀 状 体 な ど 、 乳 房 の 容 積 が 同 一 で あ

っ て も 、 乳 房 の 基 底 は 大 き く 異 な る 。 こ の よ う な 乳 房 に よ り 少 な い サ イ ズ で 対 応 す る た め

に は 、 図 １ ５ に 示 す よ う に 、 バ ス ト 基 底 線 を 明 確 に 区 分 し な い バ ス ト カ ッ プ 部 の パ タ ー ン

を 採 用 す る か 、 図 １ ６ に 示 す よ う に 、 ス ト レ ッ チ 性 の あ る 素 材 （ ハ ッ チ ン グ 部 ） を 採 用 し

、 モ ー ル ド 成 形 に よ り フ レ キ シ ブ ル な バ ス ト カ ッ プ 部 の パ タ ー ン を 採 用 す る か 、 図 １ ７ に

示 す よ う に 、 バ ス ト サ イ ド （ ハ ッ チ ン グ 部 ） に よ り フ レ キ シ ブ ル な 素 材 を デ ザ イ ン し た バ

ス ト カ ッ プ 部 の パ タ ー ン を 採 用 す る か 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 図 １ ４ に 示 す よ う な 多 様 な

乳 房 形 状 に よ る 各 基 底 （ ハ ッ チ ン グ 部 ） に フ レ キ シ ブ ル に 対 応 で き る よ う に 、 バ ス ト カ ッ

プ 部 の 周 辺 に ス ト レ ッ チ 素 材 を デ ザ イ ン し た バ ス ト カ ッ プ 部 の パ タ ー ン を 採 用 す る の が 有

効 で あ る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

こ の よ う に 、 更 に 種 々 の 工 夫 を す る こ と に よ り 、 消 費 者 に 対 し て 視 覚 的 欠 点 と な る 、 ア ロ

ア ン ス の あ る バ ス ト カ ッ プ 部 は 大 き く 見 え て 抵 抗 を 与 え る の を カ バ ー し 、 且 つ デ ザ イ ン 性

の 高 い 女 性 用 下 着 を 提 供 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

ま た 、 請 求 項 ２ に 記 載 さ れ た 発 明 は 、 前 記 左 右 の 前 身 頃 部 材 を 連 結 部 材 に よ っ て 連 結 し た

際 に 、 当 該 左 右 の 前 身 頃 部 材 に よ っ て 移 動 し た バ ス ト 部 の 容 積 に 適 応 す る よ う に 、 ス ト レ

ッ チ 性 の あ る 素 材 に よ っ て カ ッ プ 部 材 が 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の

女 性 用 衣 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ７ 】

さ ら に 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 左 右 の 前 身 頃 部 材 が 、 バ ス ト 部 の ト ッ プ 及 び そ の

周 囲 を 除 い て 、 バ ス ト 部 の 左 右 の 各 脇 部 か ら バ ス ト 下 部 の 中 央 部 、 及 び 肩 部 に か け て 設 け

ら れ 、 当 該 左 右 の 前 身 頃 部 材 の 上 端 部 が 肩 紐 部 材 と 一 体 的 に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と

す る 請 求 項 １ 記 載 の 女 性 用 衣 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ８ 】

又 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 女 性 用 衣 料 が 、 女 性 の バ ス ト 部 か ら ヒ ッ プ 部 を 覆 う よ

う に 構 成 さ れ 、 当 該 女 性 用 衣 料 の 股 部 が 、 体 の 前 側 部 分 と 後 側 部 分 と に 分 離 さ れ 、 前 記 体

の 前 側 及 び 後 側 に 分 割 さ れ た 股 部 を 互 い に 連 結 す る と と も 　 に 、 当 該 体 の 前 後 側 に 分 割 さ

れ た 股 部 の 連 結 幅 を 調 節 可 能 に 設 け ら れ た 複 数 の 第 ２ の 連 結 部 材 を 備 え た こ と を 特 徴 と す

る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 女 性 用 衣 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

更 に 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 連 結 部 材 が 、 フ ァ ス ナ ー 又 は フ ッ ク と ア イ か ら 構 成

さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 女 性 用 衣 料 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

【 発 明 の 実 施 の 形 態 】

以 下 に 、 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

実 施 の 形 態 １

図 １ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ボ デ ィ ス ー ツ を 示 す も の で あ る

。

【 ０ ０ ２ ２ 】

図 １ に お い て 、 １ は 女 性 用 衣 料 と し て の ボ デ ィ ス ー ツ を 示 す も の で あ り 、 こ の ボ デ ィ ス ー

ツ １ は 、 女 性 の 体 の バ ス ト 部 か ら ヒ ッ プ 部 に か け て 一 体 的 に 覆 う よ う に 構 成 さ れ て い る 。

上 記 ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 女 性 の 体 の バ ス ト 部 を 覆 う カ ッ プ 部 材 ２ を 備 え て お り 、 こ の カ ッ

プ 部 材 ２ は 、 左 右 の カ ッ プ 部 ３ 、 ４ と 、 当 該 左 右 の カ ッ プ 部 ３ 、 ４ の 下 側 に 縫 着 さ れ る 下

辺 連 結 布 ５ と か ら 形 成 さ れ て い る 。 こ の 下 辺 連 結 布 ５ と し て は 、 例 え ば 、 ス ト レ ッ チ 性 を

有 す る メ ッ シ ュ 地 や レ ー ス 地 な ど が 用 い ら れ る 。 上 記 左 右 の カ ッ プ 部 ３ 、 ４ は 、 所 定 の 形

状 に 裁 断 さ れ た 表 布 と 裏 布 、 あ る い は 表 布 と 裏 布 の 間 に パ ッ ド 部 材 を 介 在 さ せ た 状 態 で 縫
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着 さ れ て い る 。 ま た 、 上 記 左 右 の カ ッ プ 部 ３ 、 ４ の 下 端 縁 に は 、 必 要 に 応 じ て 、 ワ イ ヤ ー

ボ ー ン が 袋 状 に 縫 い 止 め さ れ て い る 。 さ ら に 、 上 記 カ ッ プ 部 材 ３ 、 ４ は 、 通 常 の ブ ラ ジ ャ

ー 等 と 異 な り 、 そ の 左 右 の 両 端 部 の み が 、 ボ デ ィ ス ー ツ １ の 脇 部 に 縫 着 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

ま た 、 上 記 ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 大 き く 分 け て 、 前 身 頃 部 材 ６ と 、 後 身 頃 部 材 ７ と か ら 構 成

さ れ て お り 、 こ れ ら の 前 身 頃 部 材 ６ と 後 身 頃 部 材 ７ は 、 体 の 脇 部 ８ で 互 い に 縫 着 さ れ て い

る 。 ま た 、 上 記 前 身 頃 部 材 ６ は 、 体 の 脇 部 側 に 位 置 す る 脇 前 身 頃 部 材 ６ ａ と 、 体 の 中 央 部

側 に 位 置 す る 中 前 身 頃 部 材 ６ ｂ と か ら な り 、 こ れ ら の 脇 前 身 頃 部 材 ６ ａ と 中 前 身 頃 部 材 ６

ｂ と は 、 体 の 前 面 の 脇 部 寄 り の 位 置 ９ で 縦 方 向 に 沿 っ て 互 い に 縫 着 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

さ ら に 、 上 記 体 の 中 央 部 側 に 位 置 す る 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 ６ ｂ 、 ６ ｂ ど う し 　 は 、 縦 方 向

に 沿 っ て 互 い に す べ て 縫 着 さ れ て い る 訳 で は な く 、 下 端 部 か ら 所 定 の 長 さ の み 、 図 示 例 で

は 、 全 長 の 略 １ ／ ２ 程 度 の 長 さ の 部 分 １ ０ に 渡 っ て 下 端 部 か ら 縫 着 さ れ て い る 。 こ の 縫 着

部 分 １ ０ の 上 部 に 位 置 す る 互 い に 縫 着 さ れ て い な い 部 分 は 、 後 述 す る よ う に 、 ボ デ ィ ス ー

ツ １ の 着 脱 を 行 う た め の も の で は な く 、 当 該 縫 着 部 分 １ ０ の 長 さ は 、 必 要 に 応 じ て 、 適 宜

設 定 さ れ る 、 な お 、 こ の 縫 着 部 分 １ ０ の 上 端 部 に は 、 解 れ 止 め 等 の 処 理 が 施 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

ま た 更 に 、 上 記 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ の 縫 着 さ れ て い な い 自 由 端 ６ 　 ａ ＇ 、 ６ ａ

＇ に は 、 図 １ ９ に 示 す よ う に 、 こ れ ら 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ を 互 い に 連 結 す る と

と も に 、 当 該 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ の 連 結 幅 を 調 節 可 能 に 設 け ら れ た 複 数 の 連 結

部 材 １ １ が 設 け ら れ て い る 。 上 記 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ の 連 結 部 に は 、 そ の 裏 面

側 に 略 全 長 に わ た っ て 補 助 布 １ ２ 、 １ ３ が 縫 着 さ れ て お り 、 こ れ ら の 左 右 の 補 助 布 １ ２ 、

１ ３ の う ち 、 一 方 の 補 助 布 １ ２ に は 、 フ ッ ク １ ４ が 縦 方 向 に 沿 っ て 所 定 の 間 隔 で 縫 い 止 め

ら れ て い る と と も に 、 他 方 の 補 助 布 １ ３ に は 、 第 １ の ア イ １ ５ と 、 第 ２ の ア イ １ ６ と か ら

な る 複 数 の ア イ が 、 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ の 連 結 幅 を 調 節 可 能 な よ う に 、 縦 方 向

に 沿 っ て 所 定 の 間 隔 で 縫 い 止 め ら れ て い る 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

さ ら に 、 上 記 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ の 縫 着 さ れ て い な い 自 由 端 ６ 　 　 ａ ＇ 、 ６ ａ

＇ に は 、 図 に 上 述 し た フ ッ ク １ ４ 及 び 第 １ 、 第 ２ の ア イ １ ５ 、 １ ６ に よ っ て 、 左 右 の 中 前

身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ の 連 結 幅 を 調 節 し た 後 に 、 こ れ ら フ ッ ク １ ４ や ア イ １ ５ 、 １ ６ 等 が 外

部 か ら 見 え な い よ う に 、 当 該 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ を 互 い に 連 結 す る フ ァ ス ナ ー

が 縫 着 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

さ ら に 、 ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 そ の 股 部 １ ７ が 体 の 前 側 部 分 １ ７ ａ と 後

側 部 分 １ ７ ｂ の ２ つ に 分 離 さ れ て お り 、 こ れ ら の 体 の 前 側 部 分 １ ７ ａ と 後 側 部 分 １ ７ ｂ と

に 分 割 さ れ た 股 部 １ ７ に は 、 当 該 前 後 の 股 部 １ ７ ａ 、 １ ７ ｂ を 互 い に 連 結 す る と と も に 、

当 該 体 の 前 側 部 分 １ ７ ａ と 後 側 部 分 １ ７ ｂ に 分 割 さ れ た 股 部 １ ７ の 連 結 幅 を 調 節 可 能 に 設

け ら れ た 複 数 の 第 ２ の 連 結 部 材 １ ８ を 備 え る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 こ の 複 数 の 第 ２ の 連

結 部 材 １ ８ は 、 一 列 の フ ッ ク １ ９ と 、 二 列 の ア イ ２ ０ 、 ２ １ と か ら 構 成 さ れ て お り 、 フ ッ

ク １ ９ を 係 止 す る ア イ ２ ０ 、 ２ １ を 変 え る こ と に よ っ て 、 前 側 部 分 １ ７ ａ と 後 側 部 分 １ ７

ｂ の 連 結 幅 が 調 節 可 能 と な っ て い る 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

以 上 の 構 成 に お い て 、 こ の 実 施 の 形 態 に 係 る 女 性 用 衣 料 で は 、 次 の よ う に し 　 て 、 女 性 の

バ ス ト の サ イ ズ や 形 な ど に 応 じ て 、 多 種 多 様 の 女 性 用 衣 料 を 個 々 に 用 意 す る こ と な く 、 個

人 差 を 有 す る 女 性 の バ ス ト 等 の サ イ ズ や 形 、 あ る い は バ ス ト ア ッ プ 等 の 補 正 機 能 な ど に 対

応 す る こ と が 可 能 な 女 性 用 衣 料 を 低 コ ス ト に て 提 供 す る こ と が 可 能 と な っ て い る 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

す な わ ち 、 こ の 実 施 の 形 態 に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 図 １ 及 び 図 ２ に

示 す よ う に 、 女 性 の バ ス ト 部 を 覆 う カ ッ プ 部 材 ３ 、 ４ が 、 所 定 の サ イ ズ に 設 定 さ れ る と と

も に 、 当 該 カ ッ プ 部 材 ３ 、 ４ に は 、 必 要 に 応 じ て 、 図 示 し な い ワ イ ヤ ー ボ ー ン な ど が 用 い
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ら れ 、 女 性 の バ ス ト 部 の 補 正 機 能 等 が 付 与 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

そ し て 、 上 記 ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 前 面 に 設 け ら れ た フ ァ ス ナ ー を 開 く

と と も に 、 フ ッ ク と ア イ を 外 し た 状 態 で 、 従 来 の ボ デ ィ ス ー ツ １ と 同 様 に 、 当 該 ボ デ ィ ス

ー ツ １ の 背 面 側 に 必 要 に 応 じ て 設 け ら れ た 図 示 し な い フ ァ ス ナ ー を 開 い て 着 用 す る 。 次 に

、 こ の ボ デ ィ ス ー ツ １ で は 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ 等 に 応 じ て 、 フ ッ ク を 止 め る ア イ と し

て 、 第 １ の ア イ か 、 第 ２ の ア イ を 選 択 し 、 フ ッ ク を い ず れ か の ア イ に 係 止 す る こ と に よ り

、 左 右 の 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ に よ っ て 、 女 性 の バ ス ト 部 を 脇 部 側 か ら 中 央 部 側 に 、 尚 か

つ 下 側 か ら 上 側 に 向 け て ア ッ プ す る よ う に な っ て い る 。 そ の 後 、 フ ァ ス ナ ー を 閉 め る こ と

に よ っ て 、 ボ デ ィ ス ー ツ １ の 着 用 を 完 了 す る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

ま た 、 上 記 ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 股 部 １ ７ に 設 け ら れ た フ ッ ク １ ９ と ア

イ ２ ０ 、 ２ １ に よ っ て 、 当 該 ボ デ ィ ス ー ツ １ の 微 妙 な 丈 の 長 さ や 、 ヒ ッ プ ア ッ プ 状 態 な ど

を 調 節 す る こ と も 可 能 と な っ て い る 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

こ の よ う に 、 上 記 ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 左 右 の 前 身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ の 上 側 部 分 を 連 結 す る

フ ッ ク を 止 め る ア イ と し て 、 第 １ の ア イ か 、 第 ２ の ア イ を 選 択 す る こ と に よ り 、 左 右 の 前

身 頃 部 材 ６ ａ 、 ６ ａ の 上 側 部 分 が 合 わ さ れ る 連 結 幅 を 調 整 す る こ と が で き 、 女 性 の バ ス ト

部 を 脇 部 側 か ら 中 央 部 側 に 、 尚 か つ 下 側 か ら 上 側 に 向 け て ア ッ プ す る 度 合 い を 変 化 さ せ る

こ と が で き る 。 そ の た め 、 上 記 ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 同 一 の ボ デ ィ ス ー ツ で も 、 女 性 の バ ス

ト 部 の サ イ ズ や 求 め る 補 正 機 能 に 応 じ て 、 フ ッ ク を 止 め る ア イ を 選 択 す る こ と に よ り 、 女

性 の バ ス ト 部 の サ イ ズ や 求 め る 補 正 機 能 に 種 々 対 応 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 上 記

ボ デ ィ ス ー ツ １ は 、 同 一 の ボ デ ィ ス ー ツ で も 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ や 求 め る 補 正 機 能 に

種 々 対 応 す る こ と が で き る の で 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ 等 に 応 じ て 、 多 種 多 様 の 製 品 を 製

造 す る 必 要 が な く 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ 等 に 応 じ て 、 従 来 の １ ／ ２ 程 度 の 種 類 の 製 品 を

製 造 し て お く こ と で 、 個 人 差 を 有 す る 女 性 の バ ス ト 等 の サ イ ズ や 形 、 あ る い は バ ス ト ア ッ

プ 等 の 補 正 機 能 な ど 、 多 種 多 様 な ニ ー ズ に 対 応 す る こ と が 可 能 で あ り 、 従 来 に 比 較 し て 同

一 の ボ デ ィ ス ー ツ １ で 対 応 で き る 幅 が 広 が る た め 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ 等 に 応 じ た 製 品

の 種 類 を 少 な く す る こ と が で き 、 ボ デ ィ ス ー ツ １ 等 の 女 性 用 衣 料 の 低 コ ス ト 化 を も 実 現 す

る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

実 施 の 形 態 ２

図 ４ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ を 示 す も の で あ り 、 前 記 実 施 の 形 態 １ と 同 一 の 部 分 に は 同

一 の 符 号 を 付 し て 説 明 す る と 、 こ の 実 施 の 形 態 ２ で は 、 女 性 用 衣 料 と し て 、 前 記 実 施 の 形

態 １ と 異 な り 、 本 発 明 を ブ ラ ジ ャ ー に 展 開 し た も の で あ る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

す な わ ち 、 こ の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る ブ ラ ジ ャ ー ２ １ は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 従 来 の ブ ラ ジ

ャ ー ２ １ と 同 様 に 、 女 性 の 体 の バ ス ト 部 を 覆 う カ ッ プ 部 材 ２ ２ を 備 え て お り 、 こ の カ ッ プ

部 材 ２ ２ は 、 左 右 の カ ッ プ 部 ２ ３ 、 ２ ４ と 、 当 該 左 右 の カ ッ プ 部 ２ ３ 、 ２ ４ の 下 側 に 縫 着

さ れ る 下 辺 連 結 布 ２ ５ と か ら 形 成 さ れ て い る 。 ま 　 た 、 上 記 下 辺 連 結 布 ２ ５ と し て は 、 図

５ に 示 す よ う に 、 例 え ば 、 ス ト レ ッ チ 性 を 有 す る メ ッ シ ュ 地 や レ ー ス 地 な ど が 用 い ら れ る

と と も に 、 当 該 下 辺 連 結 布 ２ ５ の 下 端 縁 は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 後 述 す る 左 右 の 前 身 頃 部

材 ２ ６ ｂ 、 ２ ６ ｂ よ り 　 も 、 わ ず か 下 方 に 位 置 す る よ う に 設 定 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

上 記 左 右 の カ ッ プ 部 ２ ３ 、 ２ ４ は 、 従 来 の ブ ラ ジ ャ ー と 同 様 に 、 所 定 の 形 状 に 裁 断 さ れ た

表 布 と 裏 布 、 あ る い は 表 布 と 裏 布 の 間 に パ ッ ド 部 材 を 介 在 さ せ た 状 態 で 縫 着 さ れ て い る 。

ま た 、 上 記 左 右 の カ ッ プ 部 ２ ３ 、 ２ ４ の 下 端 縁 に は 、 必 要 に 応 じ て 、 ワ イ ヤ ー ボ ー ン が 袋

状 に 縫 い 止 め さ れ て い る 。 た だ し 、 上 記 カ ッ プ 部 材 ２ ３ 、 ２ ４ は 、 通 常 の ブ ラ ジ ャ ー 等 と

異 な り 、 そ の 左 右 の 両 端 部 の み が 、 ブ ラ ジ ャ ー ２ １ の 脇 部 に 縫 着 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ６ 】
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ま た 、 上 記 ブ ラ ジ ャ ー ２ １ は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 カ ッ プ 部 材 ２ ２ の 表 面 側 に 配 置 さ れ 、

前 記 バ ス ト 部 の 左 右 の 各 脇 部 か ら バ ス ト 下 部 の 中 央 部 に か け て 設 け ら れ る 左 右 の 前 身 頃 部

材 と し て の 左 右 の 上 部 パ ネ ル ２ ６ ｂ 、 ２ ６ ｂ を 備 え て い る 。 上 記 左 右 の 上 部 パ ネ ル ２ ６ ｂ

、 ２ ６ ｂ は 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 上 辺 が カ ッ プ 部 材 ２ ２ の 行 寸 法 よ り も 短 く 、 し か も 下 辺

も 下 辺 連 結 布 ２ ５ の ア ン ダ ー よ り も 短 く 設 計 さ れ て い る 。 上 記 上 部 パ ネ ル ２ ６ ｂ 、 ２ ６ ｂ

の 上 端 部 は 、 肩 紐 部 材 と 一 体 的 に 形 成 さ れ て い る と と も に 、 当 該 上 部 パ ネ ル ２ ６ ｂ 、 ２ ６

ｂ の 左 右 両 端 部 は 、 カ ッ プ 部 材 ２ ２ の 両 端 部 と 縫 着 さ れ た 状 態 で 、 更 に 、 体 の 背 面 側 に 位

置 す る 図 示 し な い 背 面 側 の パ ネ ル と 一 体 的 に 縫 着 さ れ て い る 。 ま た 、 こ の 上 部 パ ネ ル ２ ６

ｂ 、 ２ ６ ｂ の 左 右 両 端 部 を 延 長 し 、 当 該 上 部 パ ネ ル ２ ６ ｂ 、 ２ ６ ｂ の 左 右 両 端 部 が そ の ま

ま 背 面 側 の パ ネ ル を 構 成 す る よ う に し て も 良 い 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

さ ら に 、 上 記 ブ ラ ジ ャ ー ２ １ で は 、 上 部 パ ネ ル ２ ６ ｂ 、 ２ ６ ｂ と し て 伸 縮 性 を 有 す る 素 材

を 使 用 す る の が 望 ま し い が 、 こ の 上 部 パ ネ ル ２ ６ ｂ 、 ２ ６ ｂ と し て 　 は 、 図 ７ や 図 ８ に 示

す よ う に 、 複 数 の 領 域 に 分 け て 伸 縮 性 や テ ン シ ョ ン 等 の パ ワ ー を 切 り 替 え て 、 例 え ば 、 白

地 の 部 分 は 伸 縮 性 を 弱 く ソ フ ト に 設 計 し 、 斜 線 の 部 分 は 伸 縮 性 を 中 位 に 設 計 し 、 格 子 の 部

分 は 伸 縮 性 を 強 く 設 定 し 、 バ ス ト の ア ン ダ ー 部 分 近 傍 を 強 く 抑 え る よ う に 構 成 す る の が 、

よ り 一 層 望 ま し い 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

ま た 、 上 記 ブ ラ ジ ャ ー ２ １ で は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 左 右 の 上 部 パ ネ ル ２ ６ 　 ｂ 、 ２ ６ ｂ

を バ ス ト 下 部 の 中 央 部 近 傍 で 互 い に 連 結 す る と と も に 、 当 該 左 右 の 上 部 パ ネ ル ２ ６ ｂ 、 ２

６ ｂ の 連 結 幅 を 調 節 可 能 に 設 け ら れ た 複 数 の 連 結 部 材 ２ ７ を 備 え て い る 。 こ の 複 数 の 連 結

部 材 ２ ７ と し て は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 フ ッ ク と ア イ か ら な る も の の 他 、 ２ 段 等 の 複 数 段

の フ ァ ス ナ ー や 、 帽 子 の 後 ろ の 部 分 に 使 用 さ れ る よ う な 連 結 幅 を 調 節 可 能 な ワ ン タ ッ チ 具

な ど が 用 い ら れ る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

こ の よ う に 構 成 す る こ と に よ り 、 ボ デ ィ ス ー ツ で は な く 、 ブ ラ ジ ャ ー 単 独 で あ っ て も 、 女

性 の バ ス ト の サ イ ズ や 形 な ど に 応 じ て 、 多 種 多 様 の 女 性 用 衣 料 を 個 々 に 用 意 す る こ と な く

、 個 人 差 を 有 す る 女 性 の バ ス ト 等 の サ イ ズ や 形 、 あ る い は バ ス ト ア ッ プ 等 の 補 正 機 能 な ど

に 対 応 す る こ と が 可 能 な 女 性 用 衣 料 を 低 コ ス ト に て 提 供 す る こ と が 可 能 と な っ て い る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

な お 、 上 記 ブ ラ ジ ャ ー ２ １ と し て は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 女 性 の 体 の バ ス ト 部 分 だ け で

は な く 、 女 性 の 体 の 胃 の 部 分 や ウ エ ス ト 部 分 に 掛 け て 覆 う よ う に 構 成 し た も の で あ っ て も

良 い 。

【 ０ ０ ４ １ 】

そ の 他 の 構 成 及 び 作 用 は 、 前 記 実 施 の 形 態 １ と 同 様 で あ る の で 、 そ の 説 明 を 省 略 す る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

な お 、 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 女 性 用 衣 料 と し て 、 ボ デ ィ ス ー ツ や ブ ラ ジ ャ ー に 適 用 し た 場

合 に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 定 さ れ る わ け で は な く 、 こ の 発 明 は キ ャ ミ ソ ー ル 、 レ オ

タ ー ド 、 ワ ン ピ ー ス タ イ プ の 水 着 等 の 女 性 用 衣 料 に 幅 広 く 応 用 す る こ と が 出 来 る こ と は 勿

論 で あ る 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

【 発 明 の 効 果 】

以 上 説 明 し た よ う に 、 こ の 発 明 に よ れ ば 、 女 性 の バ ス ト の サ イ ズ や 形 な ど に 応 じ て 、 多 種

多 様 の 女 性 用 衣 料 を 個 々 に 用 意 す る こ と な く 、 個 人 差 を 有 す る 女 性 の バ ス ト 等 の サ イ ズ や

形 、 あ る い は バ ス ト ア ッ プ 等 の 補 正 機 能 な ど に 対 応 す る こ と が 可 能 な 女 性 用 衣 料 を 低 コ ス

ト に て 提 供 す る こ と が で き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 図 １ 】 　 図 １ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ボ デ ィ ス ー ツ を 示 す

構 成 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 　 図 ２ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ボ デ ィ ス ー ツ を 示 す
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構 成 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 　 図 ３ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ボ デ ィ ス ー ツ の 股 部

を 示 す 構 成 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 　 図 ４ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 構

成 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 　 図 ５ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 構

成 図 で あ る 。

【 図 ６ 】 　 図 ６ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 構

成 図 で あ る 。

【 図 ７ 】 　 図 ７ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 構

成 図 で あ る 。

【 図 ８ 】 　 図 ８ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 構

成 図 で あ る 。

【 図 ９ 】 　 図 ９ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 構

成 図 で あ る 。

【 図 １ ０ 】 　 図 １ ０ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示

す 構 成 図 で あ る 。

【 図 １ １ 】 　 図 １ １ は こ の 発 明 に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 説 明 図 で あ る

。

【 図 １ ２ 】 　 図 １ ２ は こ の 発 明 に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 説 明 図 で あ る

。

【 図 １ ３ 】 　 図 １ ３ は こ の 発 明 に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 説 明 図 で あ る

。

【 図 １ ４ 】 　 図 １ ４ は 人 体 の 乳 房 を 示 す 説 明 図 で あ る 。

【 図 １ ５ 】 　 図 １ ５ は こ の 発 明 に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 説 明 図 で あ る

。

【 図 １ ６ 】 　 図 １ ６ は こ の 発 明 に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 説 明 図 で あ る

。

【 図 １ ７ 】 　 図 １ ７ は こ の 発 明 に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 説 明 図 で あ る

。

【 図 １ ８ 】 　 図 １ ８ は こ の 発 明 に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ブ ラ ジ ャ ー を 示 す 説 明 図 で あ る

。

【 図 １ ９ 】 　 図 １ ９ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 女 性 用 衣 料 と し て の ボ デ ィ ス ー ツ の

連 結 部 を 示 す 構 成 図 で あ る 。

【 符 号 の 説 明 】

１ ： ボ デ ィ ス ー ツ （ 女 性 用 衣 料 ） 、 ２ ： カ ッ プ 部 材 、 ３ 、 ４ ： 左 右 の カ ッ プ 　 部 、 ５ ： 下

辺 連 結 布 、 ６ ： 前 身 頃 部 材 、 ６ ｂ 、 ６ ｂ ： 左 右 の 中 前 身 頃 部 材 、 １ 　 ４ ： フ ッ ク 、 １ ５ 、

１ ６ ： 第 １ 、 第 ２ の ア イ （ 連 結 部 材 ） 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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（別紙） 

本件審決の理由の要旨 

第１～第４ 略 

第５ 当審の判断 

１ 提出された証拠の記載事項等 5 

 ⑴ 甲１公報の記載を総合的に勘案すると、これには、次の発明が記載されている。 

 【甲１発明】 

「 女性の乳房を覆う女性用スポーツ衣類において、女性の乳房を覆う乳房係合ポケ

ット１２と、前記乳房係合ポケット１２と独立して変位可能であり、当該乳房係合

ポケット１２にオーバーフィットし、前記乳房の左右の各脇部から乳房の側部を覆10 

った状態で乳房の中央部にかけて設けられる２つの乳房支持フラップ１３、１４と、

前記２つの乳房支持フラップ１３、１４を乳房の中央部近傍で連結するとともに、

当該２つの乳房支持フラップ１３、１４の連結幅を調節可能に設けられた留め具手

段２２とを備えた女性用スポーツ衣類。」  

  ⑵ 甲２公報、甲３公報、甲４公報の記載を総合的に勘案すると、甲２公報、甲３公15 

報、甲４公報には、それぞれ後記の事項が記載されている。 

 ２ 本件発明１について 

⑴ 本件発明１と甲１発明を対比すると、本件発明１と甲１発明の一致点と相違点は、

次のとおりである。 

【一致点】 20 

  「 少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも女性のバ

スト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表

面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバ

ストの中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバ

ストの中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調25 

節可能に設けられた複数の連結部材とを備えた女性用衣料。」 
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【相違点】 

  「 前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バス

ト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中央部にかけて設け

られる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの中央部近傍で互いに

連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の5 

連結部材に関し、 

    本件発明１は、左右の前身頃部材が「バスト下部」の中央部にかけて設けられ、

連結部材が前記左右の前身頃部材を「バスト下部」の中央部近傍で互いに連結する

のに対し、 

    甲１発明は、乳房支持フラップ１３、１４が乳房係合ポケット１２にオーバーフ10 

ィットし、留め具手段２２におけるバストとの位置関係が「バスト下部」である特

定がない点。」 

⑵ 判断 

ア 本件発明１の「前身頃部材」及び「連結部材」の技術的意義について 

まず、本件各発明は、「ブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料の場合に15 

は、女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能に対応

するため、各種のバストのサイズや形に応じて素材を裁断（カット）したり、

バストパッドをモールド成型し、これらの素材をバストパッド等とともに縫製

しなければならず、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性

用衣料を製造する必要があるため、大幅にコストがかかる」（本件明細書の20 

【０００６】）ということを課題としている。 

 そして、本件発明１は、課題を解決するために、「女性のバスト部を覆うカ

ップ部材の表面側に、左右の前身頃部材を配置し、前記左右の前身頃部材をバ

スト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連

結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすること」としており（同【００25 

０９】）、それにより、「左右のバストの引き寄せ効果を高める」（同【００
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１０】）というバストアップ等の補正機能について言及している。 

 また、本件発明１の女性用衣料のボディスーツ１は、「左右の前身頃部材６

ａ、６ａの上側部分を連結するフックを止めるアイとして、第１のアイか、第

２のアイを選択することにより、左右の前身頃部材６ａ、６ａの上側部分が合

わされる連結幅を調整することができ、女性のバスト部を脇部側から中央部側5 

に、尚かつ下側から上側に向けてアップする度合いを変化させることができる」

（同【００３２】）ものであるため、「従来に比較して同一のボディスーツ１

で対応できる幅が広がるため、女性のバストのサイズ等に応じた製品の種類を

少なくすることができ、ボディスーツ１等の女性用衣料の低コスト化をも実現

することができる」（同【００３２】）とされる。 10 

 さらに、本件発明１の女性用衣料のブラジャー２１は、「カップ部材２２の

表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部にか

けて設けられる左右の前身頃部材としての左右の上部パネル２６ｂ、２６ｂを

備えて」（同【００３６】）おり、また、「左右の上部パネル２６ｂ、２６ｂ

の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材２７を備えて」（同【００３15 

８】）おり、「このように構成することにより、ボディスーツだけではなく、

ブラジャー単独であっても、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多

様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等の

サイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な

女性用衣料を低コストにて提供することが可能となっている」（同【００３20 

９】）とされる。 

 そうすると、本件発明１のものが、「前記カップ部材と分離した状態で当該

カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側

部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、

前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、25 

当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材とを備
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えた」ことによる技術的意義は、左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍

にて複数の連結部材によって連結して、左右の前身頃部材の連結幅を調節する

ことにより、それぞれのバストの側部のバスト側面に当接して左右のバストを

引き寄せるとともに、左右のバスト下部のバスト下面に当接して、バストを下

側から上側に向けてアップさせる（持ち上げる）ことができるため、女性のバ5 

ストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意すること

なく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等

の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供するこ

とが可能となっていることと理解できる。 

イ 甲１発明の「乳房支持フラップ１３、１４」及び「留め具手段２２」について 10 

     次に、甲１発明の「乳房支持フラップ１３、１４」及び「留め具手段２２」に

ついて検討する。 

 甲１公報には、課題に関して、「…運動や体力の人気が高まるにつれて、こ

の活動に従事する女性は、乳房の動きによって引き起こされる痛みや不快感を

経験することがよくある。不快感の１つの形態は、胸と乳首を衣服に擦り付け15 

てこすりつけることから生じる。…」旨が記載されており、甲１発明は、女性

が運動に従事する際に、乳房の動きによって痛みを引き起こされることを課題

としていることが分かる。 

 そして、この課題を解決するための手段に関して、「…図２および図３に最

もよく見られるように、乳房係合ポケット１２は、２つの乳房支持フラップ１20 

３および１４によってオーバーフィットされている。」、「フラップは、フラ

ップ１４の端部２５にあるテーパー部２０を、フラップ１３の端部２７に隣接

して取り付けられたループ２１に通すことによって、一緒に固定されるか、ま

たは相互接続される。テーパー部２０がループ２１を通ってさらに引っ張られ、

または締め付けられ、それ自体の上に戻って取り付けられると、内向きの圧力25 

または圧縮力が生じ、図６に示されるように、乳房を胸に向かって、そしてい
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くらか互いに向かって押しつける。」、「締め付けられたときにフラップ１３

および１４によって及ぼされる支持圧力にもかかわらず、ライナー１１および

フラップ１３および１４は、少なくとも乳房および乳房係合ポケット１２に隣

接する領域において、互いに独立して変位可能である。ライナー１１が、締め

付けられた状態でもフラップ１３および１４に対して相対的に動く能力は、そ5 

うでなければフラップ１３および１４によって完全に拘束されない乳房の動き

によって生じる擦れによる刺激から乳房を保護する。」、「フラップ１４のテ

ーパー部２０がそれ自体の上に引き戻され、フラップ１３および１４を締め付

けるとき、面ファスナーのような解放可能かつ調節可能な留め具手段２２が、

フラップを固定するために使用される…緩みが生じると、解放可能で調節可能10 

な留め具手段２２は、着用者の運動中であっても、締め付け圧力を容易に調節

することを可能にする。…」、「女性が本発明による衣服を着用すると、前身

頃のフラップを締めることによって乳房にかかる圧縮力または締め付け力にも

かかわらず、内側のライナーが乳房と乳首を擦れから保護する。…従って、外

側のフラップは、乳房の過剰な動きを排除し、組織の損傷、ひいてはたるみを15 

防止するのに有効であ」る旨が記載されており、「乳房支持フラップ１３、１

４」が乳房係合ポケット１２にオーバーフィットし、乳房および乳房係合ポケ

ット１２に隣接する領域を締め付け、「留め具手段２２」によって固定するこ

とで、内向きの圧力を発生させ、乳房の過度の動きを防ぐという課題を解決し

ていると認められる。 20 

 そうすると、甲１発明のものは、「乳房支持フラップ１３、１４」を乳房係

合ポケット１２にオーバーフィットするよう配置し、「乳房支持フラップ１３、

１４」が乳房全体を覆って締め付けることで、乳房の過度の動きを防ぐもので

あるから、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアッ

プ等の補正機能などに対応するものではない。よって、当該「乳房支持フラッ25 

プ１３、１４」をバスト下部の中央部にかけて設けることとすることは、当業
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者が想到するものではない。そして仮に、「乳房支持フラップ１３、１４」が

乳房全体を覆う構成からバスト下部を覆う構成に変更した場合、少なくとも乳

房を押し付ける範囲が減ることに伴い、十分に乳房の動きを拘束できなくなり、

課題が解決できなくなることは明らかであるから、このような変更には阻害要

因があるといえる。 5 

 さらに、当該「内向きの圧力」に関して、「…テーパー部２０がループ２１

を通ってさらに引っ張られ、または締め付けられ、それ自体の上に戻って取り

付けられると、内向きの圧力または圧縮力が生じ、図６に示されるように、乳

房を胸に向かって、そしていくらか互いに向かって押しつける。」旨が記載さ

れており、「内向きの圧力」は乳房を胸に向かって押し付ける方向であるとい10 

えるとともに、「フラップを一緒に締めると、乳房の重量によって引き起こさ

れる垂直方向の負荷とは無関係に内向きの圧力が発生し、それによって過度の

動きを防ぐ。…」、「…フラップ１３および１４を締め付けることによって生

じる内向きの圧力または圧縮力は、乳房の重さによって及ぼされる下向きの圧

力による…いかなる垂直方向の負荷からも独立している。」旨が記載されてお15 

り、「内向きの圧力」は乳房の重量によって引き起こされる垂直方向の負荷と

は無関係であるといえる。 

 このような内向きの圧力については、甲１発明の「乳房支持フラップ１３、

１４」及び「留め具手段２２」を、乳房の上下方向における中央位置に設ける

ことにより、より有利に生じさせることができるものである。このことは、甲20 

１公報の図１及び図３に図示された態様とも整合する。 

 また、甲１公報には、「締め付けられたときにフラップ１３および１４によ

って及ぼされる支持圧力にもかかわらず、ライナー１１およびフラップ１３お

よび１４は、少なくとも乳房および乳房係合ポケット１２に隣接する領域にお

いて、互いに独立して変位可能である。ライナー１１が、締め付けられた状態25 

でもフラップ１３および１４に対して相対的に動く能力は、そうでなければフ
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ラップ１３および１４によって完全に拘束されない乳房の動きによって生じる

擦れによる刺激から乳房を保護する。」、「…女性が本発明による衣服を着用

すると、前身頃のフラップを締めることによって乳房にかかる圧縮力または締

め付け力にもかかわらず、内側のライナーが乳房と乳首を擦れから保護する。

前述のように、ライナーと支持フラップは、互いに独立して相対的に変位可能5 

である。従って、外側のフラップは、乳房の過剰な動きを排除し、組織の損傷、

ひいてはたるみを防止するのに有効であり、ライナーは、乳房の動きが実質的

に完全に排除されたとしても存在するであろう、拘束されない乳房の動きの残

り、及び足の打撃による衝撃に起因する乳房の振動運動から生じるであろう擦

れを防止するのに有効である」旨が記載されており、これらの記載から、ライ10 

ナー１１は当該擦れを防止するべく乳房に追従して上下動しており、一方で、

乳房支持フラップ１３、１４は乳房の過剰な動きを排除するべく上下動せずに

ひたすら圧力をかけていることが理解できる。この点を踏まえると、「乳房支

持フラップ１３、１４」及び「留め具手段２２」は、乳房の上下方向に対して、

上方や下方に偏って設けないものであると認められる。 15 

 そうすると、内向きの圧力により乳房の過度な動きを防ぐ甲１発明の「乳房

支持フラップ１３、１４」及び「留め具手段２２」は、乳房の上下方向におけ

る中央位置に設けることが有利なものであるが、これは、左右のバスト下部の

バスト下面に当接して、バストを下側から上側に向けてアップさせる（持ち上

げる）ために、「前身頃部材」及び「連結部材」をバスト下部に配置する本件20 

発明１とは、技術思想において相違するものである。 

 したがって、「乳房支持フラップ１３、１４」及び「留め具手段２２」を、

乳房の上下方向に対して下方に偏って設けることに阻害要因があり、甲１発明

に基づいて、「バスト下部」の配置を想到するものではない。 

ウ 甲２公報、甲３公報、甲４公報に記載された事項との組合せについて 25 

(ｱ) 甲２公報、甲３公報について 
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ａ まず、甲２公報と甲３公報について、後記のとおり、甲２公報の記載事項

の延長部１８、１９と、甲３公報の記載事項の２つのタブ状部分１３、１３

は、作用、機能が全く異なるものであり、この２つの記載事項に基づいて、

周知技術を導くことはできない。以降では、甲１発明と甲２公報の記載事項

の組合せ、甲１発明と甲３公報の記載事項の組合せについて検討する。 5 

ｂ 甲２公報には、次の事項が記載されている。 

     「 前面部材１０と背面部材１１とを備えたブラジャーであって、前記背面部

材１１に延長部１８、１９を設け、前記延長部１８のストラップ２０を、前

記延長部１９のストラップ２１に連結して固定し、前記ブラジャーの位置を

維持する。」 10 

 しかし、甲２公報の記載事項の延長部１８、１９はブラジャーの位置を維

持するためのものであるから、甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４と作

用、機能が全く異なるものであり、甲２公報の記載事項の延長部１８、１９

は、甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４に対応するものとはいえず、甲

１発明の乳房支持フラップ１３、１４をバスト下部に位置させるように換え15 

る動機付けを示唆するものではない。 

 そうすると、甲１発明において、甲２公報の記載事項を参考にしても、乳

房支持フラップ１３、１４を、本件発明１の、上記相違点に係る位置とする

ことに、想到し得たものとはいえない。 

ｃ 甲３公報には、次の事項が記載されている。 20 

     「 ブラジャーの背面にアイレット及びレーシングを採用するものであって、

前記ブラジャーの背中を横切るように延びる部分１２からなる、布製の背面

被覆部分１１を提供し、対向するテーパー状のタブ状部分１３が設けられ、

このタブ状部分１３は部分１２の下縁からブラジャーの前面まで延びており、

前記タブ状部分１３は前記背面被覆部分１１の一部であり、これらのタブの25 

端部にテープ部材１４が接続され、前記テープ部材１４を前面部で結ぶこと
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で、前記アイレット及び前記レーシングを見えないように被覆部分の背中部

分１２が覆いかぶさるようにするとともに、前記被覆部分を伸ばして前記テ

ープ部材１４を結ぶことで着用者の背中が圧迫され、この部分の肉の膨らみ

を滑らかにする。」 

しかし、甲３公報の記載事項のタブ状部分１３は、被覆部分を伸ばしてテ5 

ープ部材１４を結ぶことでアイレット及びレーシングを見えないようにする

とともに着用者の背中の肉の膨らみを滑らかにするためのものであるから、

甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４と作用、機能が全く異なるものであ

り、甲３記載事項のタブ状部分１３が、甲１発明の乳房支持フラップ１３、

１４に対応するものとはいえず、甲１発明の乳房支持フラップ１３、１４を10 

バスト下部に位置させるように換える動機付けを示唆するものではない。 

そうすると、甲１発明において、甲３公報の記載事項を参考にしても、乳

房支持フラップ１３、１４を、本件発明１の、上記相違点に係る位置とする

ことに、想到し得たものとはいえない。 

    (ｲ) 甲４公報について 15 

甲４公報には、次の事項が記載されている。 

 「 バストと、アンダーバストから上腹部にかけてのボディラインを美しく補

整するために着用されるファンデーションであって、前記ファンデーション

は、バストカップ１ａを有するブラジャー前部１と、このブラジャー前部１

の下方に連続する上腹密着部２と、背開き用係止布部３とが、伸縮布地によ20 

り一体に形成され、前記ブラジャー前部１及び上腹密着部２の左右脇部分に、

前記伸縮布地よりも伸縮率の小さい伸縮布地を用いた前開きの補整用前布５

の一端がそれぞれ連接され、前記補整用前布５の係止用他端部には、１列５

個のフック６ａが３列、このフック６ａが係止されるアイ６ｂが３列設けら

れ、前記フック６ａとアイ６ｂとを係止させることで、ブラジャー前部１と25 

上腹密着部２とを構成する伸縮布地の伸長を抑制し、前記フック６ａとアイ
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６ｂとの係止位置を漸次中央側に移動させることにより、ブラジャー前部１

と上腹密着部２と、バスト及びアンダーバストから上腹部に連続する部分と

の密着度を調整することができ、前記補整用前布５により前記伸縮布地の伸

長を適度に抑制して、体を無理なく締付けて、体型を補整する。」 

甲１発明は、上記イで検討したとおり、女性が運動に従事する際に、乳房5 

の動きによって痛みを引き起こされるという課題を解決するために、甲１発

明の乳房支持フラップ１３、１４で乳房係合ポケット１２を締め付け、留め

具手段２２によって固定することで、内向きの圧力を発生させ、乳房の過度

の動きを防ぐものであり、一方、甲４には、バストと、アンダーバストから

上腹部にかけてのボディラインを美しく補整するという課題（甲４公報の10 

【０００１】、【０００４】）を解決するために、フック６ａ及びアイ６ｂ

を係止して、補整用前布５により上腹密着部２を締め付けている。 

そうすると、両者の課題は異なるし、両者の締め付け位置はその課題を解

決することに直結するものであるから、甲１発明において、甲４公報の記載

事項を参考にしても、留め具手段２２を、本件発明１の、上記相違点に係る15 

位置とすることに、想到し得たものとはいえない。 

  ⑶ 本件発明１についてのまとめ 

    上述したとおり、上記相違点は、実質的な相違点であるから、本件発明１は、甲

１発明ではなく、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知

識を有する者が、甲１発明、甲２公報、甲３公報、甲４公報の各記載事項に基づい20 

て容易に発明をすることができたものでもない。 

２ 本件発明２、３、５について 

  本件発明２、３、５の各発明は、いずれも本件発明１の発明特定事項を全て備える

ものであり、本件発明１は、上記１で述べたように、本件特許出願前にその発明の属

する技術の分野における通常の知識を有する者が、甲１発明、甲２公報、甲３公報、25 

甲４公報の各記載事項に基づいて容易に発明をすることができたものではないから、
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本件発明２、３、５の各発明も同様に、本件特許出願前にその発明の属する技術の分

野における通常の知識を有する者が、甲１発明、甲２公報、甲３公報、甲４公報の各

記載事項、甲５から甲８までの各記載事項に基づいて容易に発明をすることができた

ものではない。 

以 上  5 
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